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◎「職場実習受入事業所リスト」(様式第 1 号)に掲載する事業所で、実習を希望する際

は労働局の担当あてに連絡の上、「希望届」の書類の提出をお願いします。 

 

           第 

 

  提出時期       実習希望開始日の原則１ヵ月前 

 

※労働局では、支援者と本人の希望に応じて事業所に受入の可否を確認します。 

※実習開始日や実習内容等、詳細は支援機関と事業所とで調整をお願いします。 

 

 

 

  提出時期 実習開始日の１週間前 

 

・実習生、実習日、実習内容等について記載し、支援機関と事業所双方で押印した

上で、支援機関から労働局担当あてに提出してください。 

 

 

 

 

 

 

提出時期 実習終了後１ヵ月以内 

 

・実習終了後、実習結果を記載し、支援機関と事業所双方で押印した上で支援機関

から労働局へ提出してください。 

                

≪留意事項≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ご不明な点等ありましたら、宮城労働局職業対策課・就労支援コーディネーターの

「山田」（℡０２２－２９９－８０６２）までお問い合わせください。 

職場実習実施希望届（様式第５号） 

職場実習実施計画書（様式第６号） 

職場実習実施結果報告書（様式第 9 号） 

・傷害保険等への加入（原則支援機関で加入してください） 
・受入事業所には協力謝金を支給します。 

→実習生１人１日 2,000 円(日額/3 時間以上)１人当たり 20,000 円上限 
  

※協力謝金支給対象事業所・・・常用雇用者数が３００人以下の事業主及び３００人を超える事業主の

場合は法定雇用率未達成事業主が対象。 
※公的機関については協力謝金は発生しません。 

 

「宮城労働局職場実習制度」を利用する際の提出書類 

職場実習実施 


